
２０２２年１０月７日 

総務・経営企画部 人事 

 

２０２２年度インフルエンザ予防接種について 

 

冬の健康対策と職場内感染予防のため、会社と健康保険組合の共同事業として、インフルエンザ予防接種を

実施します。予防接種を希望する方は、下記の要領に従いお申し込みください。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「３密」対策を講じて実施いたします。その趣旨を十分に

ご理解の上、お申し込みください。 

また、今年度も「インフルエンザ予防接種補助金制度」を受け付けますので、是非ご利用ください。 

 

記 

 

１． 集団接種【従来の方法による接種】 

実施日時 

１１月１０日（木） 

１４：００、１４：１０、１４：２０、１４：３０、１４：４０、１４：５０、１５：００、１５：１０、 

１５：２０、１５：３０ 

 

１１月２４日（木） 

１４：００、１４：１０、１４：２０、１４：３０、１４：４０、１４：５０、１５：００、１５：１０、 

１５：２０、１５：３０ 

 

※原則、時間は人事で決めさせていただきます。 

※「３密」対策として、各時間帯の人数制限を設けます。原則として、予約日時以外での接種はできません。 

※２日間とも都合がつかない場合は補助金制度をご利用ください。 

 

２． 場所 

松浦５階 大会議室 

 

３．対象者 

 接種当日に三越伊勢丹健康保険組合の「被保険者」である方及び任意継続被保険者 

※三越伊勢丹健康保険組合に加入していない方は接種できません 

 

４．接種費用（自己負担額） 

 １，０００円  ※接種時に直接、受付にてお支払いください 

 

５．申込方法 

  「Ｆｏｒｍｓ」での受付といたします。 

  下記ＵＲＬにアクセスして申込みをしてください。 

 

  ■お申込みＵＲＬ 

    https://forms.office.com/r/PywVu3NVYY 

 

 

 

社外秘 

https://forms.office.com/r/PywVu3NVYY


  また、自身のスマートフォンからの申込みも可能です。下記のＱＲコードをスキャンし、ＵＲＬにアクセス

してください。 

 

  ■お申し込みＱＲコード 

 

  

 申込期限  １０月２０日（木）１８：００まで  

 

６．申込み後の流れ 

  接種日時が決まり次第、問診票を配布します。 

  必要事項を事前に記入の上、当日接種会場に持参してください。検温は会場で行います。 

  希望者多数の場合は抽選となります。抽選に漏れた方は当日キャンセルが出た場合、人事より連絡いたしま

す。ご了承ください。 

 

７.補助金申請制度【個人が医療機関で接種した費用を一部補助】（2020年度～実施） 

  制度詳細：別紙「補助金制度について」をご確認ください。 

  申請方法：別紙「補助金申請マニュアル」をご確認ください。 

 

８．留意事項 

  ①昨年ありました、新型コロナウイルスワクチン接種との接種間隔の規定は廃止されました。 

②本年の注射液は季節性インフルエンザに効くタイプです。 

  ③効果＆副作用について 

   効果発現までにおよそ３～４週間かかります。また、効果のない場合もあります。 

   下記のような副作用はありますので、ご自身の体質も考慮の上、慎重にご判断ください。 

   <注射部位> 腫れ、発赤、痛み、痒み など 

   <全身症状> 発熱、発疹、下痢、吐き気、手足の痺れ など 

   ※まれにけいれんや意識障害、脳炎を引き起こす場合もありますが、その場合はすぐに病院を受診して 

ください。 

④下記に該当する方は、予防接種を受けることができません。 

【申込みをすることができない方】 

   ・接種日に三越伊勢丹健康保険組合の被保険者でない（被保険者でなくなる）方 

 ・過去の予防接種で気分が悪くなったことがある方 

 ・休職中、休業中の方 

 ・妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方  

 ・卵アレルギーのある方 

 ※その他、医師の問診結果によっては接種を受けられない場合があります。 

【当日、会場に来てはいけない方】 

 ・急性疾患にかかっていることが明らかな方 

 ・接種当日の体温が３７度５分以上ある方 

  ※ 医師の問診は、体調相談・健康相談の場ではありません。体調不良が明らかな場合はもちろん、体調不 

良が疑われる場合においても、今年度は会場にはお越しにならず、日程変更もしくは補助金申請での 

接種をお考え下さい。 

 ・マスクをしていない方 



 ⑤恒常的な健康不安がある（持病をお持ちの）方、過去に問診で医師から接種不適とされた方や接種後に 

具合を悪くされた方については、かかりつけ医の許可を得ることを必須とします。 

⑥原則として、予約日時以外での接種はできません。但し接客等やむを得ない理由により予約時間を越えて 

しまった場合には、人事へご相談ください。 

  ⑦会場がオープンスペースでの接種となる場合があります。脱衣が簡単な装いでご来場ください。 

 

８．問合先 

総務・経営企画部 人事 （ 内線:2450・2451 / 外線:054-273-4604 ） 

 

 

 以 上 


